
預金共通規定 

【 預 金 共 通 規 定 】 

 

１．（外国政府等における重要な公的地位の該当有無） 

お客さままたは法人の実質的支配者が、次の(1)、(2)に定める外国政府等における重要な公的地位

を有する方（並びに過去に有していた方）及びその家族に該当する場合は、当行本支店の窓口まで

申し出てください。該当する場合は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、本

人確認書類のご提示等をお願いする場合があります。 

(1) 外国政府等における重要な公的地位 

外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関における重要な地位（本国に

おける内閣総理大臣、その他国務大臣及び副大臣、衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議

院副議長、最高裁判所の裁判官、特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、

統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、

航空幕僚副長、中央銀行役員、予算について国会の議決・承認を要する法人の役員など） 

(2) 家族の範囲 

配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む）、父母、子

及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子 

(3) 法人の実質支配者とは次に該当する個人をいいます。 

① 資本多数決法人の場合（株式会社、投資法人、特定目的会社等） 

ア．25％超の議決権を直接または間接に保有している個人 

（注）当該個人が資本多数決法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有していない

ことが明らかな場合を除きます。 

イ．上記アに該当しない場合は、出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支

配的な影響力を有すると認められる個人 

ウ．上記ア、イのいずれも該当しない場合は、法人を代表し業務を執行する個人 

② 資本多数決法人以外の場合（一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福

祉法人、特定非営利活動法人、持株会社（合名会社、合資会社および合同会社等）） 

ア．法人の事業から生ずる収益・財産総額の 25％超の収益または財産の分配をうける権利を有

していると認められる個人（注）、または出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事

業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人 

（注）当該個人が資本多数決法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有していない

ことが明らかな場合を除きます。 

イ．上記アに該当しない場合は、法人を代表し業務を執行する個人 

③ 留意事項 

実質支配者が国・上場企業等またはその子会社の場合は、これらを「個人」とみなします。 

以 上 


